
第 3 回松戸市環境審議会地球温暖化対策部会会議録 

 
1 日  時：平成 29 年 12 月 13 日(水)14:20～15:30 
2 場  所：教育委員会(京葉ガス F 松戸ガスビル)6 階会議室 
3 次  第：第 3 回松戸市環境審議会地球温暖化対策部会 

    1 開会 
2 議事 
(1)松戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の改正について 

     (2)松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について 
    (3)その他 
    3 その他 
    4 閉会 

4 出席者：【委員】 
・野中 博史  部会長 
・本條 毅    委員 
・坂本 一憲  委員(欠席) 
・作佐部 貴  臨時委員 
・中村 美枝子臨時委員 
・山本 昭博  臨時委員 
 
【事務局】 
・門倉 隆    (環境政策課長) 
・保𡈽𡈽田 有希子 (課長補佐) 
・桑原 厚    (主査) 
・小野寺 美枝  (主事) 
・舩石 央理   (主事) 
・青木 一晃   (主事) 
 
【傍聴者】 
なし 
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5 内容  

(1)開会 
(事務局) ただ今から第 3 回松戸市環境審議会地球温暖化対策部会を始めさせて

いただきます。 
本日の司会を務めさせていただきます、環境政策課の桑原と申します。

よろしくお願い致します。 
本日、野中先生が所用で遅れるとの連絡がありましたので、部会長代理

の中村先生に議事の進行をお願いしたいと思います。 
中村先生よろしくお願い致します。 

(中村部会長代理) それでは、引き続きまして、私が議事を進行させていただきます。 
初めに、本日の委員の出席状況について、事務局から報告願います。 

(事務局) 本日、坂本委員が所用により欠席となっております。また、野中委員が

遅れて出席予定です。本日の出席者は 5 名となり、松戸市環境審議会条

例第 8 条第 2 項に基づき、委員及び臨時委員の過半数の出席により本

部会が成立することを報告致します。 
(中村部会長代理) ありがとうございました。続きまして、本日は傍聴希望者はおりますか。 
(事務局) 傍聴希望者はおりませんでしたので、ご報告いたします。 
(中村部会長代理) それでは議事に移らせていただきます。 

はじめに事務局よりお手元の資料について確認をさせていただきます。

事務局の方、お願い致します。 
(事務局) (配布資料の確認) 
  

(2) 松戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の改正について 
(中村部会長代理) それでは、議事(1)「松戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の改正

について」、事務局より説明をお願い致します。 
(事務局) (資料に基づき、事務局より説明) 
(中村部会長代理) ただいま、事務局から「松戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の

改正について」の説明がありましたが、質問等はありますでしょうか。 
(中村部会長代理) では、私の方からよろしいでしょうか。最終的に 2％削減するというこ

とはわかりました。最後の適応策がよくわからなかったのでもう少し詳

しくお願い致します。 

(事務局) 適応策について、参考資料 4 の P55 がわかりやすいと思いますので、

そちらをご覧ください。適応策の中でも緩和の可能性があるものを地域

性等を考慮して考えたところ、記載の 6 項目が挙げられました。 
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ただ、この 6 項目の中で確信度が低いものがあります。「農業生産基盤」

「エネルギー需要」「水道・交通等」につきましては、現時点で適切な

適応策を立案するためには、調査研究等を今よりも深める必要があるの

で、今回は確信度の高い「洪水」、「熱中症」及び「暑熱による影響」を

ピックアップしております。 
(中村部会長代理) わかりました。確信度という言葉がよくわからなかったのですが、効果

があるという確信ですか。 
(事務局) この施策を実施するにあたってどれぐらい緩和できるかを鑑みたもの

になります。したがって、今回対象にした 3 項目は、緩和できるという

確信的根拠があるものになります。 
(中村部会長代理) わかりました。 
(事務局) 今の確信度の説明に補足をさせていただきますと、施策の有効性だけで

はなく、そういった事態が起こり得る可能性があることも想定したもの

を確信度としていると考えていただければわかりやすいかなと思いま

す。 
(中村部会長代理) 全体像がよく見えていないのですが、庁舎でいうと LED に変えると良

いという話と、先ほどの適応策はどういう関係性なのでしょうか。同じ

ものを目指しているのでしょうか。 
(事務局) 両者、意味合いが少し異なりまして、LED は直接的にエネルギーの使

用量を減らして温室効果ガスも減らそうというもの。一方、適応策は、

直接的に減らすというよりは、いろんなことをやってももう減らせられ

ない部分があるので、そういった状況に置かれた際、我々、職員はどう

いった行動を取ろうかというものを考えたものになります。例えば、

様々な場所で冷房を使うよりもみんなで集まった方がいいのではない

かといった考えがそれにあたります。区域施策でいえば、災害マップを

作成するといったことも適応策にあたります。ただし、今回は事務事業

であり、我々職員の行動ということで、項目が小さくなっております。

実際、国が 100 項目程度挙げているのですが、その中でもできるもの

できないものがあります。 
 

(中村部会長代理) 市役所でやるということですか。地域全体でやるということですか。 
(事務局) 今回は、事務事業ですので市役所、あるいは市の職員がやるというもの

です。 
(中村部会長代理) では、屋上を緑化するとかもできそうかなということですかね。 
(事務局) 可能性はあるということですね。 
(中村部会長代理) わかりました。他に質問はありますでしょうか。 
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(中村部会長代理) 質問等がないようですので、本件について、基本的には事務局から提示

のあった内容で審議会へ報告したいと思いますが、いかがでしょうか。 
また、微修正については、部会長の野中委員に一任いただくということ

でよろしいでしょうか。 
(委員) 異議なし 
(中村部会長代理) ありがとうございます。それでは、異議なしということですので、事務

局より、資料の配付と説明をお願い致します。 
(事務局) (資料に基づき、事務局より説明) 
(中村部会長代理) ただいま、配付しました形で、松戸市環境審議会会長あてに報告させて

いただきます。 
 

(3) 松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理について 
(中村部会長代理) それでは、議事の(2)「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理につ

いて」事務局より説明をお願い致します。 
(事務局) (資料に基づき、事務局より説明) 
(中村部会長代理) ただいま、事務局から「松戸市地球温暖化対策実行計画の進行管理につ

いて」説明がありましたが、質問等がありましたらお願い致します。 
(野中部会長) 事務事業編について、今後の重点項目で空調機器の適切な温度設定の徹

底や無駄な電気を使用しないと報告がありましたが、具体的な対策や体

制についてはどう考えておりますでしょうか。例えば空調を何度に設定

するとか。 
ISO でも、それをするための体制づくりが重要になってくると思うので

お聞かせいただけますでしょうか。 
(事務局) 特に空調に関しましては、何度と設定するということに関しては想定し

ておりませんがその時にあった空調の温度設定をしようと思っていま

す。本庁に関しましては、財産活用課で一括管理しているので、連携を

取りたいと思います。電気についても、パソコンが多く設置しておりま

すので、離席時におけるパソコンの消灯等も小さいことですが、促せれ

ばと思っております。 
体制につきましては、本庁舎はマニュアルがないのですが、教育委員会

や病院事業は管理標準を策定し、運用しておりまして、逆に教育委員会

や病院のように本庁舎部局も体制を整えていかなければいけないと考

えております。事務事業編作成の際にも環境政策課を中心として体制を

整えて管理標準を策定していくとしておりますので、野中先生のご指摘

を踏まえて取り組んでいければと考えております。 
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(中村部会長代理) 環境政策課のみなさんはどう受け止めましたか。環境に携わっている方

はちょっとでも節電しようという意識があると思うのですが、その他の

方は自分もやろうと心がけているのか、それとも面倒だと思っているの

か教えてください。 
(事務局) 浸透してきたなと思うのが、昼休みの消灯です。また、我々の方で率先

してお願いしているのが、トイレにおける未使用時の消灯です。これは、

出先を含めて全てにお願いをしております。 
空調はエリアを限定してこまめに調整できればいいのですが、庁舎が古

いこともあり、一括管理のためコントロールができないということがあ

ります。一方で温度ムラが出てきてしまいます。ハード的な制約もある

中で今あるシステムを使用してどうやっていくかを考えたいです。 
(中村部会長代理) ありがとうございます。他に質問はありますでしょうか。 
(中村部会長代理) 他に質問等がないようですので、本件について、基本的には事務局から

提示のあった内容で審議会へ報告したいと思いますが、いかがでしょう

か。 
また、微修正については、部会長である、野中委員に一任いただくとい

うことでよろしいでしょうか。 
(委員) 異議なし 
(中村部会長代理) ありがとうございます。それでは、異議なしということですので、事務

局より、資料の配付と説明をお願い致します。 
(事務局) (資料に基づき、事務局より説明) 
(中村部会長代理) ただいま、配付しました形で、松戸市環境審議会会長あてに報告させて

いただきます。 
 

  
(4) 閉会 

(中村部会長代理) それでは、最後に、次第の 3「その他」について、事務局から何かあり

ますか。 
(事務局) 特にございません。 
(中村部会長代理) 以上をもちまして、第 3 回松戸市環境審議会地球温暖化対策部会を終了

致します。 
長時間にわたり、お疲れ様でした。また、議事の進行にご協力いただき

まして、ありがとうございました。 
それでは、司会を事務局にお返し致します。 

(事務局) 本日は、長時間にわたりありがとうございました。 
以上をもちまして終了とさせていただきます。 
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なお、次回の環境審議会につきましては、年明けの 1 月 23 日に市役所

新館 7 階での開催となります。 
 
 

 

【議事終了】 
以上 
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